
２００６年度における日本の建設業界の海外受注実績
は１兆６，４８４億円で前年度と比べ４，７７４億円の増加と
なり，過去最高となった。
国別ではアルジェリア，米国，台湾，シンガポー
ル，UAEなどが大幅に受注を増やしている。
今後，建設市場の国際化に伴い，日本の民間企業
と海外の民間企業が競合する機会は，国内外問わず
増えるものと考えられる。
しかし，日本の民間企業はこれまで国内市場を中
心に活動してきており，国際社会に対応したマネジ
メントなどの技術力を必ずしも十分に蓄積して来た
とは言えない。
その結果，ハードな技術は，国際社会でも高く評
価されているが，コスト競争力に劣るため，優れた
建設技術が十分活用されるには至っていないのが実
状で，今後，海外を視野に入れた技術戦略が必要不
可欠となってくるであろう。
今回の特集では国土交通省の海外進出を支える取
り組み，海外プロジェクトの実例，現状と課題など
を紹介したい。



１． はじめに

２００６年度におけるわが国建設業界の海外受注実

績（（社）海外建設協会の会員企業による）は，１

兆６，４８４億円であり，過去最高の額となった（図

―１）。これは，近年の中東地域や北米における

建設ブームなどを反映しており，特にアルジェリ

ア，UAE，カタールにおける大型案件が受注実

績増加に大きく貢献している。また，これらの工

事の発注者も，現地系の民間機関である場合が最

も多く（５，１５３億円），また，対前年度比の伸びも

最大（５８％増）であるように，海外進出の実績が

さらに現地に根差した着実なものになってきたこ

とがうかがえる。

しかしながら，海外受注実績の長期的な推移の

中で２００６年度の水準を見ると，２０年以上にわたり

１兆円前後で推移していたものが，アジア通貨危

機以前のレベル（１９９６年，１兆５，９２６億円）に戻

った状況であると読むこともできる。わが国建設

業界の優れた技術やノウハウをもってすれば，今

後，さらに実績を増やすことができるのではない

かと期待している。

例えば，海外の大手建設企業の場合には売上高

の５４．８％を海外（母国以外）市場から得ているこ

とに対し，わが国大手建設企業は１４％と低くなる

（図―２）。同じ業界に属する企業として，わが国

建設業界の海外展開に対する
支援施策

国土交通省総合政策局国際建設経済室
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わが国建設業界の海外における受注は，２０年以上にわたり，１兆円規模で推移してき
たが，最近の国際競争力強化の取り組みにより，２００６年度は過去最高の１兆６，４８４億
円を達成（１０年前のアジア通貨危機以前の水準に戻る）。

（出典） 海外建設協会資料

図―１ わが国建設業界の海外受注実績の推移
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建設業界が海外売上高を増やすことができるポテ

ンシャルは，この数字の差異からも読み取ること

ができる。

本稿では，わが国建設業界の海外進出を支える

さまざまな取り組みを紹介するとともに，海外建

設市場の拡大・自由化に向けた国際交渉の状況な

どを紹介させていただきたい。

２． わが国建設業の海外進出についての
考え方

２００６年７月「経済成長戦略大綱」（経済・財政

一体改革会議決定）において，「海外の基盤整備

にも貢献する建設業について，その特

徴，高い技術力・ノウハウ等の強みを

いかした国際展開に向けた取り組みを

支援する」旨記述され，わが国建設業

界の国際競争力を伸ばしていくことの

必要性についての認識が改めて確認さ

れた。また，国土交通省に設置された

建設産業政策委員会の報告「建設産業

２００７～大転換期の構造改革～」（座

長：大森文彦（弁護士））において

も，海外建設市場への進出はわが国建

設企業の今後の取り組み方策の一つで

あり，行政としても積極的に支援する

ものとして提言を受けた。

確かに，わが国の国内建設市場が減少傾向にあ

るなか，海外建設市場の需要は増加基調にある。

例えば中東４カ国は今後３年間でさらに１，５００億

USドル（約１８兆円）をインフラに費やすと予測

されて（メリル・リンチ社２００６年１２月発表のレ

ポートによる），インドについても今後５年間の

インドのインフラ整備に必要な投資額は３，２００億

USドル（約３８兆円）であると言われている（イ

ンド・ムカジー外務大臣２００７年３月発言）（図―

３）。

しかしながら，海外市場における競争も厳し

く，欧米の建設企業のみならず，中国や韓国の建

設企業の中には，最近は海外売上高においてわが

（出典）“ENR”August, 2007“The Top 225 International Contractors”

図―２ 大手建設企業の海外売上比率

図―３ 海外進出に関する基本的な考え方
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国建設企業を凌ぐ社や接近しつつある社が出現し

ている（図―４）。

このため，国土交通省においては，「底力」を

有し，頑張る建設企業が，海外で業績拡大や国際

貢献のためにその力を海外で発揮しようとするこ

とに対し，最大限支援するための取り組みを行っ

ている（図―５）。今後とも，わが国建設企業の

国際競争力を強化するため，成長する世界市場の

中で，PPP事業の促進，中小企業の海外進出，

環境技術の普及等，最近の課題に即応したわが国

建設企業の体力向上を力強く推進していきたい

（図―６）。

図―４ 海外建設市場の規模

図―５ 中国・韓国建設企業の台頭
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３． わが国建設企業のプレゼンス強化

わが国建設業の実力を海外政府関係者や地元関

連業界等に幅広く周知し，わが国建設業のプレゼ

ンス強化を図るための施策を講じている。ここで

は，これらの施策のうち，直近のいくつかのもの

を紹介する。

! 建設交流会議の開催

建設分野における交流を推進し，両国建設会社

間の相互理解の増進や協働関係の構築を図ること

を目的に，国土交通省は二国間の建設交流会議を

開催してきた（図―７）。

今年度は，９月にインドネシア（ジャカルタ）

において「第３回目日・インドネシア建設会議」

を開催した。本年８月に日本・インドネシア間の

EPA（経済連携協定）が署名されており，今

後，インドネシアにおいて建設プロジェクトの増

加や日系企業の進出が期待されている。このなか

で，インドネシア側から，建設分野における協力

やわが国建設企業が有する技術・ノウハウ等への

関心が高く，これまでにインドネシアで開催され

た同会議に引き続き，今般，第３回目の会議が開

催されることとなった。

今年度の同会議においては，日本・インドネシ

図―６ わが国建設業の国際競争力強化【平成２０年度概算要求】

図―７ 二国間「建設交流会議」の開催
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図―８ 「Japan’s Construction Industry, Today」

ア両国の建設業所管省庁，両国の建設会社および

関連団体が参加し，建設業の制度，市場動向，わ

が国の橋梁や港湾施設の維持管理に関する経験，

浸透性舗装の技術，インドネシアの特許化された

建設技術等について情報交換を行ったほか，ビジ

ネス対話等を実施した。なお，インドネシア側か

らは公共事業省建設技術・人材育成庁長官，わが

国からは中島国土交通省建設産業流通審議官が出

席し，有意義な議論が行われた。

" わが国建設業を PRする DVD（「Japan’s

Construction Industry, Today」）

わが国建設業の優れた技術力や施工力等を PR

するため，世界で活躍するわが国建設業の姿を映

像で紹介するDVD（収録時間：１６分３０秒，日本

語・英語）を作成した（図―８）。本DVDは，

海外の政府関係者や企業関係者への PRのみなら

ず，これから海外ビジネスに取り組もうとする中

小建設企業等をはじめ，建設業を担う人材の確保・

育成等にも活用することができるものとなってい

る。読者の皆様も是非一度ご覧いただきたい。

４． WTOにおける国際交渉の進捗状況

国土交通省においは，上記のような取り組みの

ほか，WTO等マルチの国際組織による議論を通

じて，海外進出を行いやすくするための制度改善

に向けた協議に臨んでいる。ここでは，特にWTO

における最新の主要な交渉の状況について簡単に

紹介する。

! サービス・貿易交渉

サービス貿易一般協定（GATS）は，サービス

貿易の自由化を促進するため，サービス貿易の障

害となる政府の規制を対象としたものであり，ド

ーハ・ラウンド交渉の一つである。加盟国は，外

国企業の進出条件（例：外資比率制限，支店・駐

在員事務所の設置可否，事業分野の限定の有無，

内国民待遇の付与の有無等）を表形式でとりまと

め，これをWTOに提出している（いわゆる「約

束表」）。WTO加盟国は約束表に記載したことよ

りも貿易制限的な措置を行うことは許されていな

い。

建設分野については，途上国等にみられる外国

建設業者に対する外資制限や業務規制の撤廃・緩

和等を求める等海外建設市場の自由化を図るべく

交渉を展開している。

" WTO政府調達協定の改訂交渉

WTO政府調達協定とは，政府調達における国

際的な競争の一層の拡大を図るため，内外無差別

で透明性の高い手続きにより，物品・サービス

（建設工事，設計コンサルティングを含む）の調達

を行うことを規定したものである。現在，先進国

を中心とする４０カ国・地域（米，ECおよび２７加

盟国，カナダ，日本，韓国，スイス，香港等）が

加盟している。

政府調達協定の改訂交渉が２００２年頃から本格的

に開始され，新たな協定条文が昨年１２月に暫定合

意に至り，合意に向けた大詰めの交渉を行ってい

る。特に，加盟国ごとに定める協定の適用対象範

囲に関する交渉等が，交渉の成否を決する肝とな

る。この交渉は，自国が適用対象としたい範囲を

「オファー」する一方，他国に適用対象としてほ

しい範囲を「リクエスト」する「リクエスト・オ

ファー方式」によって進められている。自国を守

りつつ他国を攻撃する厳しい応酬合戦や，他国の

出方や腹を探り合う心理戦も行われるなど，交渉

では緊張したやりとりが続いている。また，ヨル

ダンが政府調達協定に加盟する交渉も進んでお

り，新たに中東の国の政府調達が国際競争の流れ

に向かって開かれることも，今後の政府調達協定

の動きとして注目される。
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